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原著論文

Abstract：In this paper, we will focus on “norms” in the new Course of Study for Kindergartens (CSK) and in the new 

Guideline for Nursery Schools (GNS). Our purpose is to clarify the relationship between “norms” in the new CSK and 

GNS and human relations (a part of the scope of the general curriculum of early childhood education and care in Japan). 

　　 It appears from a KH Coder analysis that “norms” in the new CSK and GNS have something to do with “assertion 

(or to assert),” “compromise” and “the first sign (or to begin).” We can see that the first sign of being conscious of 

“norms” is regarded in the new CSK and GNS as compromising with others and having self-control.

　　 The new CSK and GNS refer to “friends” as “opponents” who must be compromised with. In other words, the 

norms or moralities in the new CSK and GNS are seen as “self-repression.” There is a risk that this type of 

communication might lead children to misunderstand “norms” to mean “self-repression.”

Key Words：norm,�human�relations,�the�first�sign�of�nolarity�and�being�can�scicos�of�norms

抄録：本稿の目的は、平成29年改訂（定）の新要領・指針等において「規範」がどう位置づけられているかを、
特に領域「人間関係」とのかかわりに着目して明らかにするものである。
　新要領・指針で「規範」と共起性が高い語には「主張」・「折り合い」・「芽生え」がある。領域「人間関係」に
おける「規範」の用例からは、規範意識を芽生えさせることを、集団のなかで他者と関わり、そのなかで自己調
整をする（折り合いを付ける）こととして観ていることがわかる。
　新要領・指針で、「友達」はその用例からすると、折り合いを付けねばならない「対峙者」として捉えられる。
新要領・指針の道徳性・規範として言われているのは、他者の要求に接したら自己の欲求を引っ込めること（自
己抑制）である。領域「人間関係」とのかかわりで言えば、自己主張と自己抑制の均衡が自己抑制へと傾いたコ
ミュニケーションの型が、「規範」として内面化がされる危険性を孕んでいる。
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１　はじめに
（１）　本稿の目的

本稿の目的は、平成29年度改訂（定）の幼稚園教
育要領や保育所保育指針等（以下、「新要領・指針
等」とする）のなかで、「規範」がどのようなものと
して記述されているのかを計量テキスト分析（テキ
ストマイニング）の手法を用いて、その特徴と形態
を明らかにするものである。

新要領・指針等は、幼稚園・保育所・認定こども
園に共適する幼児教育・保育のあり方や運営に関す
る事項について定めたものであるが、平成20年の前
回の改訂（定）以降、官報告示も同時に行われるよ
うになり、法的規範としての性格を持つものとなっ
ている。平成18 年の改正教育基本法の「幼児期の教
育は、生涯にわたる人格の基礎を培う重要なもので
ある」という文言を受け、学校教育法第23条の２で
は幼稚園における教育の目標の一つとして「集団生
活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとと
もに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律
及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこ
と」が掲げられている。つまり、自立・自立心の涵
養と、社会性（共同の精神）の獲得、および規範意
識の芽生えは、ここにおいては切り離し得ない三位
一体のものとして位置づけられている。このような
認識を踏まえつつ、幼稚園・保育所・認定こども園
という三つの幼児教育施設種別に共通する幼児教育
の目標として、「道徳性・規範意識の芽生え」という
要素が加えられた�（1）。

以上のような動向を踏まえ、本稿は、新要領・指
針等において「道徳性・規範意識の芽生え」がどの
ように記述されているのか、さらに「規範」に関す
る記述が、領域「人間関係」とどのような関連性を
もっているのかを明らかにする。

（２）　本稿の仮説：「人間関係」化された規範
本稿が分析対象とする新要領・指針は、保育者と

園が、保育に関する全体の指導計画を作成する際の
大切な指針となるものである。これらの要領と指針
のなかで、「道徳性・規範意識の芽生え」や「規範」
に関する記述が明示的になされているのは、主に領
域「人間関係」と「幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿」（通称「10の姿」）に関する箇所である。「規

範」が、領域「人間関係」と強い関連性を持たされ
ているという点が、新要領・指針等における「規範」
に対する見方の特徴である。平成10年および平成20
年の幼稚園教育要領と保育所保育指針等の改訂

（定）の際に、幼児教育・保育における「道徳性・規
範意識の芽生え」などの観点が盛り込まれる際の受
け皿となってきたのは、実質的に領域「人間関係」
であった�（2）。

領域「人間関係」は、平成元年の幼稚園教育要領
とその翌年の保育所保育指針の改訂の際に、従来の
６領域（健康、社会、自然、言語、音楽リズム、絵
画製作［要領では造形］）から５領域（健康、人間関
係、環境、言葉、表現）に変更された際に登場した
もので、旧領域「社会」の解体にともなって再編され
たものである。領域「人間関係」のねらいは、「他の
人々と親しみ支え合って生活するために、自立心を
育て、人と関わる力を養う観点から示」すとされてお
り、カリキュラム史研究者の水原克敏は、この領域

「人間関係」の登場を、「前回の要領の領域「社会」に
比して、自己を肯定し充実させ自立への基礎を培う
性格の強いものとなった」と分析している（水
原 2016：364）。つまり、「人間関係」の前提として
の「自立（心）」の位置づけは、領域「人間関係」の
導入当初から見られるものだった。さらに、義務教育
段階における道徳教育の教科化を推進してきた押谷
由夫（2006）は、平成10年度の幼稚園教育要領の領
域「人間関係」には、小学校入学前の子どもが培う
べき道徳性の基礎となるものが、「道徳性の芽生え」
という言葉で示されていることを強調している。つ
まり、小学校以降において必要とされる道徳性の基
礎を幼児期において形成することが領域「人間関係」
に求められているわけであり、このことは、幼児期に
おいて形成される道徳性が、小学校以降も一貫して
必要とされるという認識の存在が示唆されている。

一方、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と
は、今次改訂（定）で最も注目を集めている箇所で
ある。これは、平成22年の「幼児期の教育と小学校
教育の円滑な接続の在り方について（報告）」のなか
に、その原型となるアイディアが見られる。最終的
に、（１）健康な心と体、（２）自立心、（３）協同
性、（４）道徳性・規範意識の芽生え、（５）社会生
活との関わり、（６）思考力の芽生え、（７）自然と
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の関わり・生命尊重、（８）数量や図形、標識や文字
などへの関心・感覚、（９）言葉による伝え合い、

（10）豊かな感性と表現、という10項目として取り
まとめられることとなった。「幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿」の10項目のうち、（３）協同性、

（４）道徳性・規範意識の芽生え、（５）社会生活と
の関わり、（６）思考力の芽生え、（９）言葉による
伝え合い、という実に５項目が、領域「人間関係」
で示された項目と重なり合う項目である（ただ、「幼
児期の終わりまでに育ってほしい姿」は、領域「人
間関係」と比較して、「規範」に関連する極めて類似
した主題を取り上げ、同一テクストのなかに並存さ
せているに過ぎず、各項目間の関連について十分明
らかな形で提示しているわけではない。つまり、

「10の姿」という方向目標の内実を明らかにするた
めには、領域における「ねらい」や「内容」と重ね
合わせつつ解釈することが求められる）。

上述したように、「規範」と「人間関係」を密接に
関連させつつ、小学校以降への接続との絡みで「規
範」を重視するというのが新要領・指針等の特徴の
一つと言える。本稿は、保育場面のなかにあるさま
ざまな「規範」が、領域「人間関係」と「幼児期の
終わりまでに育ってほしい姿」のなかで、他者との
人間関係に焦点を当てた記述になっていることに着
目する。というのも、他者との関係性、人間関係に
関する目標は、道徳性・規範意識との関わりで提示
されているのではないか、と考えられるからだとい
うのは既に指摘したとおりである。

新要領・指針等において、道徳性や規範意識が人
間関係のなかでこそ必要だと想定されているのであ
れば、そこで重視される他者との関係性（保育にお
いては、それは保育者と子どもとの関係性であり、
子ども同士の関係性でもある）の構築をめぐる保育
観は、道徳性・規範意識に対する認識のなかに明瞭
に表現されているのではないかと思われる。人間関
係とは、道徳性や規範意識が現れる場であり、そこ
において、人間関係が子どもにとっては規範や道徳
を遵守することを強制されるように方向づけられる
ことが求められているのではないか。

（３）　分析の方法
以上のような問題意識を背景として、本稿は、新

要領・指針の本文を対象として、道徳性・規範意識
の位置づけに現れる人間関係についての認識を明ら
かにしようとするものである。

分析手法として、KH コーダーを用いたテキスト
マイニングを実施し、抽出された定量的データを解
釈する。なお、考察に際しては、それぞれの例文を
提示しながら、文部科学省の中央教育審議会の初等
中等教育分科会教育課程部会幼児教育部会の議事録
等を適宜参照する。

２　テキストの分析結果
（１）　「規範」の用例とその性格

テキストを分析するに当たってまず着目するのは
抽出語のうちの「規範」と「道徳」である。これら
の言葉の用例を検討することで、新要領・指針の

「規範」観を浮き彫りに出来ると考えられるからで
ある。

新要領のなかで「規範」という言葉をキーワード
にして KH コーダーの関連語検索を行った。最も共
起性が高い言葉は「主張」である（Jaccard 係数：
0.5�（3））。次いで「芽生え」（Jaccard 係数：0.4）、「折
り合い」（Jaccard 係数：0.3333）、「道徳」（Jaccard 係
数：0.3333）、「意識」（Jaccard 係数：0.2857）、と
いった言葉が続く。

次頁に示す図は、新要領における「規範」という
言葉に対する共起ネットワーク図である。

二重の四角で囲われているのがキーワードの「規
範」であり、これと共起性が深い言葉として「芽生
え」と「意識」を媒介として多くの言葉とつながっ
ていることがわかる。これら三つの言葉とつながっ
ているのは「道徳」である。
「規範」の用例としては、第２章「ねらい及び内

容」の領域「人間関係」において「集団の生活を通
して、幼児が人との関わりを深め、規範意識の芽生
えが培われることを考慮し、幼児が教師との信頼関
係に支えられて自己を発揮する中で、互いに思いを
主張し、折り合いを付ける体験をし、きまりの必要
性などに気付き、自分の気持ちを調整する力が育つ
ようにすること」といったものがある。ここからは、
規範意識を芽生えさせることを、集団のなかで他者
と関わり、そのなかで自己調整をする（折り合いを
付ける）こととして見ていることがわかる。
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新指針に対しても「規範」をキーワードとして抽
出した。「規範」に対する「主張」の共起性が示され
た（Jaccard 係数：0.5）。「規範」の用例としては、領
域「人間関係」のなかの「ウ 内容の取扱い」で「⑤
集団の生活を通して、子どもが人との関わりを深
め、規範意識の芽生えが培われることを考慮し、子
どもが保育士等との信頼関係に支えられて自己を発
揮する中で、互いに思いを主張し、折り合いを付け
る体験をし、きまりの必要性などに気付き、自分の
気持ちを調整する力が育つようにすること」と使わ
れているものが挙げられる。

ここで示されているのは、相互的な自己発揮の結
果として、「折り合いをつける体験」を経て、「きま
り」の必要性が実感されるということである。つま
り、「きまり」とは、「自分の気持ちを調整」して、
他者との「折り合い」をつけることを促すものとし
て位置づけられている。実際、新要領・指針で「き
まり」について関連語検索を行うと、新要領では

「折り合い」・「守る」（Jaccard 係数：0.6667）が、新
指針では「守る」・「折り合い」（Jaccard 係数：0.4）
が最も共起性が高いことが示された。KWIC コン
コーダンスによって抽出された文例として、新要領
の領域「人間関係」の内容の取扱いにおいて、「（５）

集団の生活を通して、幼児が人との関わりを深め、
規範意識の芽生えが培われることを考慮し、幼児が
教師との信頼関係に支えられて自己を発揮する中
で、互いに思いを主張し、折り合いを付ける体験を
し、きまりの必要性などに気付き、自分の気持ちを
調整する力が育つようにすること」がある。すなわ
ち、「きまり」は、それに接した結果、自己の感情を
調整することが求められる所与のものであり、かつ
不可変の「守る」べきものとされている。

これに対して、新要領・指針の解説において用い
られている、「ルール」というのは可変的なものとし
て使われているように見える。例えば、新要領の領
域「人間関係」の内容の「（11）友達と楽しく生活
する中できまりの大切さに気付き、守ろうとする」
については、公式の解説において「単にきまりを守
らせることだけでなく、必要性を理解した上で、守
ろうとする気持ちをもたせることが大切」だとした
うえで、「特に遊びの中で、ルールを守ると友達との
遊びが楽しくなるという実感をもてるようにするこ
とが大切」と示している（文部科学省 2018：169）。
ここでの「ルール」については、さらに次のように
記されている。

図　「規範」の共起ネットワーク
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他者と共に遊ぶということは、自他に共有された
何らかのルールに従うということであり、ルール
を守らない幼児がいると楽しい遊びにならず、そ
の遊びも継続しない。友達と一緒に遊ぶ中で、楽
しく遊ぶためには参加者がルールに従うことが必
要であることや、より楽しくするために自分たち
でルールをつくったり、つくり変えたりすること
もできることが分かっていくことは、生活上のき
まりを理解し、守ろうとする力の基盤になってい
く。

（文部科学省 2018：169）

つまり、きまりを守ることの基盤になる経験とし
て、遊びの中のルール（の遵守とそのタイムリーな
作り替え）が念頭に置かれているわけである。ただ、
注意したいのは、「ルール」は子どもたちによって作
り変えられるが、「きまり」は子どもたちが作るもの
というより、既に厳然としてある所与であり、守る
べきもの（可変性のないもの）として記述されてい
ることである�（4）。こうした「きまり」と「ルール」
の使い分け、「生活」と「遊び」の峻別は、新指針で
も同様であるように見える。例えば、新指針解説書
の領域「人間関係」の内容の⑤に関する解説文は次
のようなものである。

保育士等は、子どもが日々の生活や遊びの中で
楽しさを感じ、保育所での生活に充実感を得ら
れるようにすることが必要である。子どもは保
育所での充実した生活を過ごす中で、戸外に出
る時に靴を履くことやトイレの使い方等を繰り
返し経験しながら、きまりがあることに気付く
ようになる。

また、子どもは楽しい遊びをする中で他者と
の間に生じる葛藤などの体験を通じて、きまり
の大切さを子どもなりに感じる。例えば、遊具
を使って十分に遊び、楽しかったという経験を
積み重ねると、その遊具へのこだわりや愛情を
もつようになり、他の子どももそれを使いたい
時に、その遊具を巡っていざこざが起きること
がある。こういった時、保育士等は直ちにきま
りを伝えたり、守らせたりするのではなく、ま
ずは子どもの思いを十分に受け止め、相手の思

いもあることに気付くようにする。このよう
に、子どもが充実した生活や遊びの中で経験を
積み重ねることで、自らきまりの大切さに気付
くよう援助することが大切である。

（厚生労働省 2018：148, 強調は引用者）

「きまり」は（集団）生活のなかで見出されるもの
であり、守るべきものとして示されている、と言え
る。

さらに「道徳」にしても「規範」にしても、それ
らは「芽生え」といった形で表現されていることに
は注目しておきたい。規範意識の「芽生え」とは、
新要領・指針等に独特の語用であるが、芽生えとは
何よりも、他者関係の中で生じる「気付き」のこと
である。まず、大宮勇雄が既に指摘していることで
あるが（大宮 2017）、規範とは、子どもが「気付く」
ようなものであるということである。言い換えれ
ば、既に存在している規範は、子どもが遵守せざる
を得ないものとして、子どもに迫ってくるものとし
て捉えられている。子どもが、その規範の必要性に
ついて考える、規範をより自分たちの生活の実態に
合わせて共同的に作り変えていこうとするような、
規範の再構成、再編成の可能性は一切考慮されてい
ない。規範は、すでに出来上がった不可変のもので
あり、子どもには突きつけられざるを得ないものと
して位置づけられているのである。

さらに言えばここでいう規範に対する「気付き」
とは、「意識」のことにほかならない。言い換えれ
ば、「意識」化されないままに、ハビトゥス化、エー
トス化された習慣として内在化された身体技法は、
それが社会の通念や良識に沿うものであったとして
も、「規範」の範疇には入らないのである。規範意識
の芽生えとは、自分の気持ちを調整する力の萌芽だ
とされているのだが、この調整は、きまりの必要性
の意識化に引き続いて行われるようになるものと考
えられている。子どもにとって容易に「意識化」で
きるような規範は、保育者にとっては容易に言語化
できるような規範であろう。つまり、子どもが「意
識化」した規範は、保育者が言語によって子どもに

「再意識化」させることが可能な規範でもある。「意
識化」可能なものをこそ規範とする考え方は、徳目
主義に親和的な規範意識と言うことができよう。
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（２）　「道徳」の用例とその性格
続いて、新要領・指針における「道徳」について

検討する。新要領において「道徳」に対する共起性
が最も高い言葉は「他人」・「葛藤」（共に Jaccard 係
数：0.5）である。次いで、「芽生え」（Jaccard 係数：
0.4）、「芽生える」・「心情」・「思いやり」・「乗り越え
る」・「規範」（それぞれ Jaccard 係数：0.3333）の順
で共起性が高い。同様に、新指針において「道徳」
について調べると、共起性が最も高い言葉は「芽生
え」（Jaccard 係数：0.375）であり、次いで「葛藤」・

「他人」・「乗り越える」・「協調」（それぞれ Jaccard 係
数：0.3333）と共起性が高い言葉が続いた。

新要領での「道徳」の用例としては、これも第２
章「ねらい及び内容」の領域「人間関係」の「３　
内容の取扱い」において、「道徳性の芽生えを培うに
当たっては、基本的な生活習慣の形成を図るととも
に、幼児が他の幼児との関わりの中で他人の存在に
気付き、相手を尊重する気持ちをもって行動できる
ようにし、また、自然や身近な動植物に親しむこと
などを通して豊かな心情が育つようにすること。特

に、人に対する信頼感や思いやりの気持ちは、葛藤
やつまずきをも体験し、それらを乗り越えることに
より次第に芽生えてくることに配慮すること」と記
されているものが挙げられる。「道徳性の芽生え」
は、まず、「基本的な生活習慣の形成」と共に現れて
くるとされている。「基本的な生活習慣」とは「道徳
性」の萌芽なのである。新要領においては、「道徳
性」は、人間関係の中に位置づけられていた。とい
うことは、ここにおける「基本的な生活習慣」は、
まず何より、他者に対して差し向けられたものとし
て位置づけられていることに注意しておかなければ
ならない。「基本的な生活習慣」は、自律性の獲得や
それによる自己肯定感情の昂進に資するものとして
よりも、「他者に迷惑をかけない」ような消極的なも
のとして、人間関係の中において位置づけられてい
るということを意味しているからである。

なお、道徳と規範の語用法上の違いについてであ
るが、新要領を例にしてみても、次の表の通りで大
きな使い分けがなされているとまでは言えない。

「道徳」の使用例（３例） 「規範」の使用例（２例）

①前文：
１�　幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養

い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体
を養うこと。

②「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」：
　⑷　道徳性・規範意識の芽生え

友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いこ
とが分かり、自分の行動を振り返ったり、友達の気持ち
に共感したりし、相手の立場に立って行動するようにな
る。また、きまりを守る必要性が分かり、自分の気持ち
を調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつ
くったり、守ったりするようになる。

①「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」：
　4　道徳性・規範意識の芽生え

友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いこ
とが分かり、自分の行動を振り返ったり、友達の気持ち
に共感したりし、相手の立場に立って行動するようにな
る。また、きまりを守る必要性が分かり、自分の気持ち
を調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつ
くったり、守ったりするようになる。

③領域「人間関係」の内容の取扱い：
　⑷�　道徳性の芽生えを培うに当たっては、基本的な生活習

慣の形成を図るとともに、幼児が他の幼児との関わりの
中で他人の存在に気付き、相手を尊重する気持ちをもっ
て行動できるようにし、また、自然や身近な動植物に親
しむことなどを通して豊かな心情が育つようにするこ
と。特に、人に対する信頼感や思いやりの気持ちは、葛
藤やつまずきをも体験し、それらを乗り越えることによ
り次第に芽生えてくることに配慮すること。

②領域「人間関係」の内容の取扱い：
　⑸�　集団の生活を通して、幼児が人との関わりを深め、規
範意識の芽生えが培われることを考慮し、幼児が教師と
の信頼関係に支えられて自己を発揮する中で、互いに思
いを主張し、折り合いを付ける体験をし、きまりの必要
性などに気付き、自分の気持ちを調整する力が育つよう
にすること。
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新要領解説には、「道徳性・規範意識の芽生えは、
領域「人間関係」などで示されているように、幼稚
園生活における他の幼児との関わりにおいて、自分
の感情や意志を表現しながら、ときには自己主張の
ぶつかり合いによる葛藤などを通して互いに理解し
合う体験を重ねる中で育まれていく」とある（文部
科学省 2018：55）。ここにも明らかなように、道徳
性・規範意識の芽生えに関しては、園での集団生活
の中で、ぶつかり合いながら我慢するエートスを身
に付けていくものとして描かれている。道徳性や規
範意識とは、他者との対峙の中で自己抑制をもたら
すものとして位置づけられているのである。

（３）　「他者」の用例とその性格
上述した通り、「道徳」・「規範」の用例を踏まえる

ならば、新要領・指針において、他者がどう捉えら
れるのかを見ることで、その含意がより鮮明にな
る。ただ、「他者」という言葉の用例はなく、「他人」
といった言葉が該当するであろう。

新要領において「他人」に対する最も共起性が高
い言葉は「葛藤」（Jaccard 係数：1.0）であった。同
様に、新指針においても「他人」に対しては「葛
藤」・「乗り越える」の共起性が高い結果であった

（Jaccard係数：1.0）。用例としては、先の道徳のもの
と同じである。ここから言えることとして、「他人」
とは、何より自分に対してぶつかり、対峙するよう
な存在として位置づけられていることが分かる。そ
の「他人」との間に、予め、無意識のままに形成さ
れた相互主観性の場というものは一切想定されてい
ない。

新要領における他者観、対人関係の認識は、「自己
主張」の積極的な意味がおさえられていないという
こと（大宮 2017）、自己主張し合う中において、言
葉を介した「話し合い」が重視されていないという
こと、という二つの問題を内包している。言葉で伝
え合う前に、自己抑制をすることを求めてしまうの
が新要領の規範に対する認識である。「大人しい子
ども」「葛藤を起こさない子ども」というのが、新要
領の求めるべき子ども観ということになるのだろう
か。すると、そのことと、「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」の10の姿のうち、思考力の芽生
え、言葉による伝え合いの重視という二つの事と、

矛盾が生じてこないだろうか。というのも、これら
の二つは、言葉による他者との対話の中でこそ培わ
れるべきものだからである。

新要領・指針には、子どもたちが自己主張し合う
中で、主張し合っていてはお互いに何も自分がやり
たいことができないので、少しずつ譲歩して主張を
引っ込めあって、我慢して摩擦を引き起こさないよ
うにし、とりあえず、大人にとって迷惑にならない
ような「おとなしい」状態を維持することを重視す
る価値観が伏在しているかのようである。そのよう
に保育の場の秩序を捉えれば、自己主張し続ける子
どもは、保育者から見てもほかの子どもから見ても

「困った子ども」ということになり、その子どもを
「規範意識がない子ども」「道徳性が低い子ども」と
してラベリングする心性が保育者、ひいては子ども
たちの間にも行き渡りかねない。

他者の中での摩擦係数が低い人間を作る、大人に
とって都合のいいおとなしい子どもを作る、保育現
場における摩擦やケンカ、葛藤を嫌い、忌避しよう
とする、という保育現場の文化（臼井 2001）と、他
者と共に考え合う、他者と議論を積み重ねる中で、
新しいコミュニティやエートスを創造する、という
ポスト近代的な能力が、新要領の中には混在してい
て、両者の間に矛盾が潜在している可能性が示唆さ
れる。

３　考察
（１）　「友達」の用例とその性格

新要領では、「友達」の用例として、「きまりを守
る必要性が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と
折り合いを付けながら、きまりをつくったり、守っ
たりするようになる」というものが見られる。ここ
からは、「友達」が自分とは違う立場を持ち（折り合
いを付けないといけない）、異質なものとして自分
に迫ってくる「対峙者」として捉えられている。こ
こには自分の気持ちを我慢させ、調整させる契機と
して他者（友達）観が根底にあることが窺われる。
他者としての子どもは、規範の象徴として位置づけ
られている。他者との葛藤に出くわしたとき、求め
られるのは「自己抑制」（大宮 2017）であり、この

「自己抑制」こそが道徳性であり規範意識として位
置づけられているのである。「葛藤」をネガティヴに
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捉える保育観がそこから浮かび上がる。大宮の言う
ような「自己主張」の軽視と同様に、他者の要求に
接したら自己の欲求を引っ込めるというコミュニ
ケーションの型が、「規範」として子どもたちに内面
化するように要求していることも問題視されるべき
であろう�（5）。

実際に、新要領解説では「友達と様々な体験を重
ねることを通して人間関係が深まる中で、きまりを
守る必要性が分かり、友達と一緒に心地よく生活し
たり、より遊びを楽しくしたりするために、自分の
気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、き
まりをつくったり、守ったりするようにもなる」と
記されている（文部科学省 2018：55，厚生労働
省 2018：81）。「自分の気持ち」は主張するよりも、
最終的には「調整」していくことが求められている
のである。

この点は、改訂前の幼稚園教育要領の解説で「幼
児の自己発揮と自己抑制の調和のとれた発達」と表
現されていたことと比して、今次改訂においては、
自己発揮・自己抑制の両者のうち、かなり自己抑制
を強調する性格が強められたと言えるのではない
か�（6）。自己発揮と自己抑制を、いわば車の両輪とし
て相補的なものとして捉える発達観と、自己発揮
を、自己抑制の必要性を感じるための契機として捉
える発達観の間には隔たりがある。
「我慢すること」の獲得、というのは、まさしく

ジャクソンの指摘する「ヒドゥンカリキュラム（隠
されたカリキュラム）」のうちの「基礎学習」に当た
る。ジャクソンによれば、規則、規制、慣例の三つ
こそが、生徒が学級と言う生活世界を生き抜くため
のスリー・アールズであると述べている。子どもた
ちは、学級での生活を反復する中で、「群集の一人と
して落ち着いた学習態度をとるよう求められる」の
である（安彦 1999：74）。その上に、受動的側面と
しての賞賛、能動的側面としての力（意思を通すこ
と）が応用学習として求められるというのがジャク
ソンのヒドゥンカリキュラム論の骨子であった。
ジャクソンにおける、「基礎学習」における「我慢」
できるようになること、および「応用学習」におけ
る意思の主張ができるようになること、という二重
構造は、新要領・指針が提示している規範に対する
認識と酷似している。

（２）　「保育者」の位置
「人間関係」のもう一つの側面である、子どもに

とっての保育者の位置づけを検討しよう。
新指針の領域「人間関係」の内容の取扱いでは、

「①　保育士等との信頼関係に支えられて自分自身
の生活を確立していくことが人と関わる基盤となる
ことを考慮し、子どもが自ら周囲に働き掛けること
により多様な感情を体験し、試行錯誤しながら諦め
ずにやり遂げることの達成感や、前向きな見通しを
もって自分の力で行うことの充実感を味わうことが
できるよう、子どもの行動を見守りながら適切な援
助を行うようにすること」とある（厚生労働
省 2017：16）。この点に関して新指針解説書では、

「子どもは、自分を温かく受け入れてくれる保育士
等との信頼関係に支えられて自分の居場所を確保
し、安心感をもってやりたいことに取り組むように
なる」と記されている（厚生労働省 2018：145）。

新要領においても、同様に、領域「人間関係」の
内容の取扱いで「（１）教師との信頼関係に支えられ
て自分自身の生活を確立していくことが人と関わる
基盤となることを考慮し、幼児が自ら周囲に働き掛
けることにより多様な感情を体験し、試行錯誤しな
がら諦めずにやり遂げることの達成感や、前向きな
見通しをもって自分の力で行うことの充実感を味わ
うことができるよう、幼児の行動を見守りながら適
切な援助を行うようにすること」とある（文部科学
省 2017：16-17）。この点について新要領解説では、

「このような援助をするには、教師は幼児と向き合
い、幼児が時間を掛けてゆっくりとその幼児なりの
速さで心を解きほぐし、自分で自分を変えていく姿
を温かく見守るというカウンセリングマインドを
もった接し方が大切である。ここでいうカウンセリ
ングマインドとは、カウンセリング活動そのもので
はない。カウンセリングの基本的な姿勢を教育の場
に生かしていくことである」と記している（文部科
学省 2018：172）。

これらの記述からは、保育者は子どもの対峙者で
はなく、信頼関係の下で子どもを受け止め、受け容
れる存在として規定されていることがわかる。友達
に対しては自己抑制をして「折り合い」をつけるこ
とが重要であるが、子どもが自己主張する他者とし
ては、主に保育者が想定されているということであ
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ろうか。
もちろん、新要領・指針でも、子どもたち当事者

同士での問題の解決や調整という側面は否定してい
ないわけだが、自分の考えを相手が納得できるよう
に伝える、といった形で自己主張をすること以上に、
子ども同士はお互いを受けとめることが優先されて
いる。この点からすれば、保育者は、子どもが衝動的
に自己主張を直接ぶつけあわないような、緩衝材と
でも言うべき位置に置かれているように見える。

４　自立心を前提とした道徳観・規範観
本稿冒頭で既に指摘したことだが、「道徳性・規

範意識の芽生え」の前提には、個々の子どもの自立
心が必要だという道徳観・規範観があることにも注
意すべきであろう。例えば、新要領解説では、「いう
までもないが、基本的な生活習慣の形成において、
自立心をはぐくみ、自己発揮と自己抑制の調和のと
れた自律性を育てることは、道徳性の芽生えを培う
ことと深くかかわることである」としている（文部
科学省 2018：179, 強調は引用者）。つまり、個々が
自立していることが「道徳性・規範意識の芽生え」
の前提となっているわけである。そのように考える
ならば、自立というのが何より自己抑制という意味
においての自律であり、その自立 = 自律がうまく
育っていないと「道徳性の芽生え」を培う上でも問
題があるということになろう。逆に言えば、自立 =
自律が確立していない子どもには、「道徳性の芽生
え」が見られないという子どもに対する見方を招来
しかねない。

新要領・指針における規範に対する認識は、道徳
の発達研究の影響下で形成されたものである。発達
心理学者の岩立京子は、平成20年の要領改訂のポイ
ントとして、「幼児期の規範意識の芽生え」に関する
理論的な前提を、道徳の発達研究の成果から説明し
ている（岩立2012）。なお、岩立は平成20年の幼稚
園教育要領の改訂に際して、作成協力者として関
わった人物でもある。

従来の道徳の発達研究は、ピアジェやコールバー
グにみられるような認知や言語に焦点を当てた研究
が主流であったのに対し、近年の発達研究は、乳幼
児の存在を、誕生直後から、人とのかかわりを通じ
て、規則や習慣に応答し、内面化するものと捉える

ようになった。つまり、乳幼児期の道徳発達を、「自
己と他者の欲求や意図をどう調整しながら社会化さ
れていくか」というより広い枠組みから捉えること
によって、認知を含めたより広い社会的・情動的な
側面から道徳の発達を捉えることが可能とされたの
である。

規範意識をより明確に定義するならば、規範を守
る行動を動機づけるものとしての意識であるとい
う。そこには、意識的・無意識的な気づきの水準か
ら、知識として理解している水準、行動として選択
できる水準、さらには、自分の欲求を他者と調整で
きることの水準などのさまざまな位相が存在してい
るといえる。このような規範意識の構造とその発達
を支える基盤をまとめたのが、以下の図（岩立作成）
である。

岩立は、乳幼児期の規範意識の芽生えを支えるも
のとして、「①信頼できる他者との愛着や信頼の関
係性であり、②規範を理解したり、自分と規範とか
かわる自分の理解、そして、他者の心を理解し、そ
の立場に立って考える役割取得などの知的発達であ
り、③自分の欲求と他者の欲求や規範との対立から
くる葛藤や失敗を乗り越え、調整したり、解決して
いく自己コントロールの発達」（岩立 2012：18）と
いう三点に整理している。規範意識の芽生えのなか
でも最も上位のものとして位置づけられる要素とし
て、自己コントロールが位置づけられているのは、
注目に値する。

岩立は、前回の幼稚園教育要領の改訂によって、
幼稚園教育が、義務教育の基礎及びその後の基礎を
培うものとして位置づけられていることを指摘して

図　規範意識の芽生えの発達的基盤　岩立（2012）より



敬心・研究ジャーナル

－ 42 －

いるが、この改訂にて追加された「幼児期の規範意
識の芽生え」という文言は、まさに上述した道徳の
発達研究の成果を反映させたものと捉えることがで
きよう。

例えば、乳幼児期の道徳発達の捉え方は、新指針
にも共通して引き継がれているといえる。例えば、
新指針解説書における領域「人間関係」の「（ウ）内
容の取扱い」には、道徳性の芽生えに関するものと
して、次のような記述がある。

基本的な生活習慣の形成において、自立心を育
み、自己発揮と自己抑制の調和のとれた自律性
を育てることは、道徳性の芽生えを培うことと
深く関わることである。

（厚生労働省 2018：233）

ここで述べられている自立心とは、自信を持って
行動するための工夫や諦めない態度を支えるもので
あり、また、自律性とは、子どもが自らの生活に必
要なことを自覚し、身につけていくことを意味して
いる。つまり、自立心と自律性の獲得とは、先述の
岩立作成の図が示した、規範意識を育む前提となる
①社会・情動面、②認知面、③自己コントロールと
いう３要素とと矛盾するものではない。自立心と自
律性の獲得を通じて、道徳性の芽生えを育もうとす
る文言は、むしろ、岩立が紹介していたような、近
年の道徳の発達研究の知見の強い影響下のもとで記
述されたものと考えられる。

一方で、岩立による道徳性の発達論に照らし合わ
せると、新要領・指針への道徳の発達研究の成果の
導入の問題点は、以下のように捉えることができ
る。すなわち、第一に、岩立が「規範意識を育む前
提」として挙げた①社会・情動面、②認知面、③自
己コントロールのうち、②の認知的側面が捨象され
たことである。第二に、①社会・情動面において、
他者を、情動上の絆を形成する対象としてというよ
りも、お互いに葛藤を抱える対立・対峙の相手とし
て位置づけている点である。第三に、③自己コント
ロールを、自己に対するメタ認知（いわば自分自身
の内面に対する理解）の進展としてではなく、もっ
ぱら他者との葛藤に際して、自己の心情・感情を抑
制するという自己抑圧的なものとして位置づけた点

である。つまり、岩立における道徳の発達の諸前提
のうち、認知的側面が極度に軽視され、規範を介し
た他者関係の重要性が捨象され、心情・感情を自己
抑圧することの重要性が強調されたことが、新要
領・指針の規範観のゆがみの一要因となっていると
言えるのではなかろうか。

５　おわりに
本稿では、新要領・指針等で「規範」がいかなる

ものとして示されているのか、KH コーダーを用い
たテキストマイニングによって明らかにした。

分析結果の通り、「規範」は、第一義的には自己を
調整し、従うべき規則として幼稚園や保育所での集
団生活の中で具現化するものである。そのベースと
なっているのは新要領解説においても示されている
通り、遊びのなかでの「ルール」である。ただし、
このルールについては作り変えることが可能だと捉
えられているが、当の「きまり」そのものは遵守す
ることが前提となっており、子どもたちが自ら「き
まり」の意味を問い直したり、作り変えたりすると
いう可能性、重要性は低く見積もられているように
見える。

さらに、このような「きまり」と「ルール」の使
い分けは、（集団）生活と遊びの分断を当然視する発
想へとつながりかねない。つまり、「遊び」とは、子
ども同士が自己発揮をしつつ、ルールをうまく作り
変える可能性をもつ営みである一方で、「（集団）生
活」とは、既に存在する「きまり」を子どもがきっ
ちりと守り、粛々と進めていくルーティンであると
いうように、両者を別々の営みとして捉える保育観
が生じかねない。そうなってしまったとすれば、保
育者から見ても、同時に子どもにとっても、「遊び」
と「（集団）生活」の相互関連、あるいは同時進行
的、並行的な発展の可能性と意義が見失われてしま
うことになろう。

新要領・指針等で示された「幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿」において、「道徳性・規範意識の
芽生え」が具体的な姿の一つとして独立して示され
たことは、上記のような「きまり」と「ルール」の
使い分けに端を発するような生活と遊びの分断につ
ながりかねない。もちろん、新要領・指針解説にお
いては「道徳性・規範意識の芽生えは、領域「人間
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関係」のみで育まれるのではなく、第２章に示すね
らい及び内容に基づく活動全体を通して育まれるこ
とに留意する必要がある」と記されてはいる（文部
科学省 2018：55, 厚生労働省 2018：81）。しかし、

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を到達目
標的に捉えてしまうことの危険性も同時にあること
は忘れてはならない。保育現場においては、保育
士・幼稚園教諭等がかかわる活動全体を通じて、そ
の子の人間性の基盤が培われることを思い起こし
て、「道徳性・規範意識の芽生え」についても取り扱
うことが重要であろう。

註
（1）：この中教審の幼児教育部会の議事録を見ると、第１回

の議事録からは、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
に関連して、委員から「幼児期にふさわしい育ってほしい
姿という意味では、やはり善悪の判断といいますか、こう
いうことをしたらまずいなということをしっかりと教育
していただきたいなというところがあ」るといった発言が
あるなど、領域「人間関係」の内容として扱われるものに
議論が割かれていた様子が窺われる。

　　さらに第５回の議事録には、小学校以降での「道徳」と
の関係について次のような発言がある。「今、現実に幼稚
園教育要領の中でも、人間関係の中で友達のよさに気付き
とか、いろいろそういうのがあって、今度、小学校の道徳
の中では、自分の特徴に気付くとか、それから好き嫌いに
とらわれないで接するみたいな表現が出てくるので、幼児
期の生活の姿と重なってくるんですね。今まで先生方が
おっしゃっていたように、例えば寺岡委員がおっしゃった
ように、他教科とのつながり、教育の連続性みたいなのと
いうのはすごく大事なことだと思うので、前倒しではなく
て、小学校以降の教育の一つの連続性を考えた上で、接続
とかつながりというのをきちんと踏まえて見据えていく
ことというのは、すごく大事なんだろうなと思いました。」

（2）：辻谷（2016）は、幼児教育の場において保育者、幼児
たちに共有された「決まりごとやルール • マナー・規則を
包括的に捉える概念」として「規範」を位置づけ、それら
の「規範」に対する見方を①保育という場の持つ規範、②
保育者が働きかける規範、③幼児間で生じる規範という三
側面から整理しているが、新要領・指針においては、この
うち①保育という場の持つ規範、②保育者が働きかける規
範を「規範」または「きまり」と呼び、③幼児間で生じる
規範を「ルール」と呼んでいるということができる。そし
て、前者の「規範」「きまり」が子どもの園における生活
の全面を覆う規則として重要視されているのに対し、後者
の「ルール」は、子どもの遊び、活動の場のみに限定され
て見られるものとして位置づけられている。

（3）：Jaccard 係数について、樋口耕一は「0.1　→　関連があ
る、0.2　→　強い関連がある、0.3　→　とても強い関連
がある」といったように捉えることができるとしている

（h t t p : / /ko i c h i . n i h o n . t o / c g i - b i n / b b s _k h n /k h c f .

cgi?no=122&mode=allread ［最終閲覧日：2018/02/03］）。
（4）：新指針解説書には、「なお、道徳性・規範意識の芽生え

は、領域「人間関係」のみで育まれるのではなく、第２章
に示すねらい及び内容に基づく保育活動全体を通して育
まれることに留意する必要がある。」（82頁）とされてい
る。ただ、指針の文面上、規範意識が領域の規定として明
確化されているのは「人間関係」のみである。

（5）：「自己抑制」が求められるのは、保育者に対しても同様
である。日本とアメリカの就学前教育の比較文化的な研究
に取り組んだ唐澤真弓ら（唐澤・平林2013）は、日本の保
育の特徴を、「ルールに基づく厳しい態度をとらない」、「保
育者が強いリーダーシップをとらない」、「コントロールし
ないことを心がけている」ことの３点をあげ、厳格な態度の
代わりに、保育者が、自らの気持ちを伝えたり、友だちの
気持ちを代弁するといったような、子ども自身が自らの誤
りに気づくような「察する」方略が用いられていることを指
摘している。このことが、後述するような保育者の子どもに
対する受容性として、新指針では位置づけられる。

（6）：なお、改訂前のものを踏まえた、領域「人間関係」の
教科書のひとつでは、この自己発揮と自己抑制のバランス
を取っていくためには、保育者の援助が重要である、と記
している（無藤・古賀 編 2016：51）。
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